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国立大学法人東京外国語大学事業報告書

「Ⅰ はじめに」 

1. 事業の概要 

国立大学法人東京外国語大学（以下、「本学」という）は、「世界の諸地域の言語とそれを

基底とする文化一般につき、理論と実際にわたり研究教授し、国際的な活動をするために必要

な高い教養を与え、言語を通して世界の諸地域に関する理解を深めること」を基本理念とし、

建学から一貫して「グローバル人材」の育成を行い、国際社会に輩出してきた。 

  本学の理念を実現するため、第３期中期目標期間において、次の４つの戦略を掲げている。

  戦略１ 日本発信力を備えた多言語グローバル人材の養成 

  戦略２ 世界と日本の問題解決に資する研究の推進 

  戦略３ 地球市民の共存・共生に寄与する社会貢献 

  戦略４ ガバナンス強化による大学組織の効果的・効率的な運営 

これらの４つの戦略に基づき、平成 29 年度は主に以下の事業を行った。 

(1) 教育

 学士課程においては、「大学教育再生加速プログラム」（テーマⅤ 卒業時における質保証

の取組の強化）に基づき、卒業時の達成度を客観的な指標で示した「多言語グローバル人材デ

ィプロマ・サプリメント」の発行を目指し、学生の学びの成果を「言語力」、「専門力」、「

行動・発信力」それぞれにおいて可視化する「TUFS Record （たふれこ）」の運用を開始し

た。

 大学院総合国際学研究科においては、前年度に改組した博士前期課程世界言語社会専攻

及び国際日本専攻に接続する博士後期課程の改組について検討を行い、設置の準備を進め

た。

（２） 研究

 平成29年4月に、学内外のアフリカ研究者を集結し、今切実に求められている現代アフリ

カ研究の基盤を構築するために「現代アフリカ地域研究センター」を開設した。

日本研究・日本語教育研究における研究を国際化・高度化させるため、CAAS（アジア・

アフリカ研究教育コンソーシアム）ユニットとして、海外の３大学（ロンドン大学SOAS、
韓国外国語大学校、フランス国立東洋言語文化学院）から７名の研究者を招へいし、共同研

究を推進した。また、国立国語研究所（NINJAL）から教員２名をクロスアポイントメント

制度によりNINJALユニットとして招へいし、方言学やコーパス日本語学の共同研究を推進

した。また、CAAS＆NINJALユニット企画として、講演会、映画上映会等を開催し、グロ
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ーバルな視点に基づく領域横断的な研究活動を積極的に行った。

 アジア・アフリカ言語文化研究所では、ベイルート研究拠点を活用した「中東社会におけ

る宗教宗派的・政治社会的少数派に関する研究」、コタキナバル研究拠点を活用した「東南

アジアのイスラームと文化多様性に関する学際的共同研究」の2つの国際共同研究を含め、

イスラームやアジア・アフリカの諸問題の正確な理解に基づく解決に貢献する共同利用・共

同研究課題を実施した。また、日本学術振興会が実施している研究拠点形成事業において、

研究課題「アフリカにおける言語多様性とダイナミズムに迫るアフリカ諸語研究ネットワー

クの構築」が採択された。

（３）社会連携・国際化・大学間連携 

 文部科学省平成29年度大学の世界展開力強化事業（タイプA、ロシア：ロシア、インド等

との大学間交流形成支援）において、本学のプログラム「日露人的交流の飛躍的拡大に貢献

するTUFS日露ビジネス人材育成プログラム」が採択され、本学とロシアの６交流協定校（モ

スクワ大学、モスクワ国際関係大学、 ロシア国立人文大学、国立研究大学高等経済学院、

サンクト・ペテルブルグ大学、極東連邦大学）が連携して日露ビジネス人材を育成するプロ

グラムを開始した。 

  留学生日本語教育センターでは、日本語教育研究の蓄積を活かし、東京外国語大学出版会

より『大学の日本語 初級 ともだち』第2巻を出版するとともに、併せてその副教材をセ

ンターWebサイトから無料でダウンロード可能とした。

 多言語・多文化教育研究センターでは、社会人向け講座として、「外国人児童生徒のため

のJSL対話型アセスメント(DLA)」実践者養成のための講師育成研修を開催するとともに、

その聴解用映像を本学You Tube 公式チャンネル「TUFS Channel」に掲載し、一般の利

用に供した。また、日本に滞在する外国人が増加し、取り調べや裁判などの法的な場面で通

訳を行う司法通訳のニーズが高まっている状況を受け、東京地方検察庁との協定に基づき、

「通訳人を介した模擬裁判」を開催する等、司法通訳の重要性について、広く意識啓発を図

った。

 大学間連携の取組として、東京農工大学、電気通信大学との間で、引き続き、文理協働型グ

ローバル人材育成プログラムを実施したほか、多摩アカデミックコンソーシアム（加盟大学：

国際基督教大学、国立音楽大学、武蔵野美術大学、東京経済大学、津田塾大学、東京外国語大

学）において、共同の FD 研修等を実施した。

2. 法人をめぐる経営環境 

毎年、機能強化促進係数の適用により運営費交付金が1%ずつ削減される中、引き続き厳しい

財政運営が求められている。その中で、人件費の抑制や物件費の節減等に努めると同時に、教

育研究の質の向上に重点を置いた運営を行っている。 
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3. 主要課題 

 教育面においては、学士課程における国際日本学分野の教育課程の設置、大学連携による

博士後期課程の共同専攻の設置に向け、検討を進める。

 研究面においては、大型科研費をはじめとする外部資金の獲得に向け、学内の研究シーズ

を発掘し、新たな共同研究事業等を立ち上げるための検討を進める。
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「Ⅱ 基本情報」 

1. 目標 

2. 業務内容 

 （１）学士課程 

  言語文化学部において、世界諸地域の言語と文化に精通し、言語や文化の壁を越えた

コミュニケーション能力とコーディネート能力を備え、国内外において言語間・文化間

の架け橋となり、新たな価値観の創成に寄与する人材の育成を行っている。 

（第３期中期目標前文） 

東京外国語大学は、1873 年に建学された東京外国語学校の使命を引き継ぎ、外国の言語

とそれを基底とする文化一般を研究・教授し、言語を通して外国に関する理解を深めるこ

とを目的として、日本と世界諸地域を結ぶ人材を養成してきた。 

やがて建学 150 周年を迎えるにあたり、世界諸地域の言語・文化・社会に関する高等教

育の中心として、また、学際的研究拠点としての役割をさらに明確にする。すなわち、広

い視野と優れた言語運用能力、世界の諸地域に関する深い知識を備え、異文化間の相互理

解に寄与し、日本と世界を結ぶ人材、地球的課題に取り組むことのできる人材の養成を目

指すとともに、世界の最先端の水準をもつ研究成果を発信する。 

教育においては、日本のグローバル化を先導する大学として、キャンパスのグローバル

化や、海外の教育機関と連携した世界の言語・文化・社会の教育研究を通じて、地球的課

題に取り組み、世界諸地域の人々と協働できる多言語グローバル人材を養成する。また、

日本社会の文化的発信力を強化する教育研究の機能を高めるために、国際的視野からの日

本研究を推進し、留学生教育の拠点として国内外の教育機関と連携する。 

研究においては、グローバルな視点に基づく世界諸地域の政治・経済・社会、文化・諸

言語の研究並びに日本及び日本語に関する研究を推進する。また、共同利用・共同研究拠

点として、アジア・アフリカ地域の諸問題及び諸言語に関する研究をリードし、研究蓄積

を情報資源化する事業を国内外の研究機関・研究者とともに推進する。 

社会貢献においては、自治体や民間企業、各種 NGO と多面的に協働し、世界諸地域・諸

言語に関する知識や研究成果と、多文化共生社会の実現をめぐる具体的課題とを結ぶ社会

実装教育に取り組む。また、知識社会における生涯教育やリカレント教育のニーズに積極

的に応え、大学が中心となって市民社会の文化的活性化を図る。 

このようにして本学は、これまで培ってきた日本を含む世界諸地域の知識・経験をもと 

に、多面的な大学連携を推進する「ネットワーク中核大学」として、高等教育全体のグロ

ーバル化を牽引し、地球社会における人々の共存・共生に寄与する。 
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 国際社会学部において、世界諸地域の複雑な仕組みを把握し、分析するリサーチ能力

と、グローバルな視点から問題を解決する実践的な能力を備え、国内外において、社会・

政治・経済等の領域で活躍できる人材の育成を行っている。 

（２）大学院 

世界の言語・文化、地域社会及び国際関係につき、学術の理論及び応用を教授研究し、

その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的に掲げ、以下の人材育成を行ってい

る。 

大学院総合国際学研究科において、地球社会と世界諸地域の言語・文化・社会を対象

とする専門研究及び領域横断的・総合的な研究を深めるとともに、その知見をもって、

多言語を運用し国際社会に寄与する実践的知識と技法を修得し、世界に活躍することの

できる創造的かつ先端的な人材の育成を行っている。 

3. 沿革 

4. 設立根拠法 

国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号） 

昭和 24 年 5 月 国立学校設置法の施行により東京外国語大学を設置 

昭和 39 年 4 月 アジア・アフリカ言語文化研究所を設置 

昭和 41 年 4 月 大学院外国語学研究科修士課程を設置 

昭和 45 年 4 月 附属日本語学校を設置 

昭和 52 年 4 月 大学院地域研究研究科修士課程を設置 

平成 4 年 4 月  大学院地域文化研究科博士課程(前期・後期)を設置 

平成 4 年 10 月 附属日本語学校を留学生日本語教育センターに改組 

平成 7 年 4 月 外国語学部を 7 課程に改組 

平成 12 年 8 月 府中新キャンパスに移転 

平成 16 年 4 月  国立大学法人東京外国語大学へ移行 

平成 18 年 4 月 大学院地域文化研究科博士前期課程を 4 専攻に改組 

平成 21 年 4 月 大学院を改組し総合国際学研究科を設置 

平成 22 年 4 月 アジア・アフリカ言語文化研究所が共同利用・共同研究拠点として認定 

平成 24 年 4 月 外国語学部を改編し、言語文化学部、国際社会学部を設置 

平成 24 年 7 月 留学生日本語教育センターが教育関係共同利用拠点として認定  

平成 28 年 4 月 大学院総合国際学研究科博士前期課程を 2 専攻に改組
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5. 主務大臣（主務省所管局課） 

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 
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6. 組織図 

2017（平成 29）年度教育研究組織 

7. 所在地 

東京都府中市 

8. 資本金の状況 

40,269,202,318 円（全額 政府出資） 

9. 学生の状況 （平成 29 年 5 月 1 日） 

総学生数    4,436人 

学部学生   3,907人 

博士前期課程  326人 

博士後期課程  203人 
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10. 役員の状況  

役員の定数は、国立大学法人法第 10 条により、学長 1 名、理事 3 名、監事 2 名。任期は、

国立大学法人法第 15 条の規定及び国立大学法人東京外国語大学役員等に関する規程の定め

るところによる。 

役職 氏名 任期 経歴 

学長 立石 博高 平成29年4月1日～

平成31年3月31日

平成7年4月 

東京外国語大学外国語学部教授 

平成14年4月 

東京外国語大学大学院地域文化研究科長（平成18

年3月まで） 

平成21年4月 

東京外国語大学附属図書館長（平成23年3月まで）

平成23年4月 

東京外国語大学副学長（平成25年3月まで） 

平成25年4月 

東京外国語大学長 

理事・副学

長（総括、

教育等担当

） 

林 佳世子 平成29年4月1日～

平成31年3月31日

昭和63年4月 

東京大学東洋文化研究所助手 

平成5年4月 

東京外国語大学外国語学部講師 

平成8年4月 

東京外国語大学外国語学部助教授 

平成17年4月 

東京外国語大学外国語学部教授 

平成17年4月 

学長特別補佐（平成18年3月まで） 

平成21年4月 

東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授 

平成25年4月 

東京外国語大学副学長 

平成27年4月 

東京外国語大学理事・副学長 
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理事・副学

長(人事、研

究等担当)

岩崎 稔 平成29年4月1日～

平成31年3月31日

平成2年4月 

東京外国語大学外国語学部講師 

平成6年4月 

東京外国語大学外国語学部助教授 

平成19年4月 

東京外国語大学外国語学部教授 

平成21年4月 

東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授 

平成24年4月 

東京外国語大学国際社会学部長 

平成27年4月 

東京外国語大学理事・副学長 

理事(財務、

施設、IR、

情報マネジ

メント等担

当)・事務局

長 

匂坂 克久 平成29年4月1日～

平成31年3月31日

昭和63年4月  

文部省 

平成8年4月 

北茨城市教育委員会教育次長 

平成11年7月 

OECD・科学技術産業局 

平成13年7月 

東京都教育委員会都立高校改革推進担当課長 

平成17年9月 

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構企画

部長 

平成20年4月 

文化庁文化部国語課長 

平成22年7月  

文部科学省科学技術・学術政策局国際交流官 

平成24年5月 

内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション

担当）付参事官（国際担当） 

平成27年4月 

文化庁長官官房国際課長 

平成28年6月 

文部科学省大臣官房国際課長 

平成29年4月 

東京外国語大学理事・事務局長 
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監事 寺前 隆 平成28年4月1日～

平成32年8月31日

昭和57年10月 

司法試験第二次試験合格 

昭和60年4月 

第37期司法修習終了 

弁護士登録（第一東京弁護士会） 

和田良一法律事務所入所 

平成6年1月 

牛嶋・寺前法律事務所開設  

平成11年1月 

牛嶋・寺前・清水法律事務所開設  

平成14年4月 

東京地方裁判所民事調停委員 

平成17年5月 

牛嶋・寺前・和田法律事務所開設  

平成20年4月 

東京地方裁判所民事調停委員幹事会幹事 

平成21年12月 

東京地方裁判所鑑定委員 

平成22年4月 

東京地方裁判所調停協会副幹事長 

東京外国語大学監事（現在に至る） 

平成23年4月 

第一東京弁護士会監事  

平成24年4月 

第一東京弁護士会副会長 

平成25年4月 

第一東京弁護士会多摩支部支部長 

平成26年4月 

東京三弁護士会多摩支部連絡協議会議長 

監事 桑原 道夫 平成28年4月1日～

平成32年8月31日

昭和47年4月 

丸紅株式会社入社 

平成18年4月 

同社 取締役専務執行役員、米州支配人、 

丸紅米国会社社長・CEO  

平成20年4月 

同社 丸紅株式会社副社長執行役員、社長補佐 他

平成22年5月 

ダイエー代表取締役社長  

平成25年6月 
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パシフィックグレーンセンター株式会社取締役会

長、相談役 

みずほキャピタルパートナーズ株式会社監査役（非

常勤） 

エスフーズ株式会社取締役（非常勤） 

丸紅株式会社顧問（非常勤）  

平成28年4月 

東京外国語大学監事 

11. 教職員の状況 

教員 590人（うち常勤257人、非常勤333人） 

職員 202人（うち常勤115人、非常勤 87人） 

[常勤教職員の状況] 

常勤教職員は前年度比で6人（1.6％）減少しており、平均年齢は47歳となっております。 
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「Ⅲ 財務諸表の概要」 
（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」をご参照ください。） 

1. 貸借対照表  

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/） 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定資産 

 有形固定資産 

  土地 

  建物 

   減価償却累計額等 

  構築物 

   減価償却累計額等 

  工具器具備品 

   減価償却累計額等 

  図書      

 その他の有形固定資産

 その他の固定資産 

流動資産 

 現金及び預金 

 その他の流動資産 

25,882

19,920

△8,859

1,114

△944

1,102

△953

3,546

9

49

1,349

74

固定負債 

 資産見返負債 

引当金 

  退職給付引当金 

 長期未払金 

流動負債 

 その他の流動負債 

4,202

5

960

1,412

負債合計 6,580

純資産の部  

資本金 

 政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金 

40,269

△4,656

95

純資産合計 35,708

資産合計    42,288 負債純資産合計 42,288

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 
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2. 損益計算書 

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/） 
（単位：百万円） 

 金額 

経常費用（A）     6,179

 業務費 

  教育経費 

  研究経費 

  教育研究支援経費 

  人件費 

  その他 

 一般管理費 

779

422

230

4,315

90

343

経常収益(B) 6,236

 運営費交付金収益 

 学生納付金収益 

 その他の収益 

2,945

2,398

893

臨時損益(C) △50

目的積立金取崩額(D) -

当期総利益 

（B-A+C+D） 

7

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。  

3. キャッシュ・フロー計算書 

    （http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/）   
                          （単位：百万円） 

金額  

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 196

 人件費支出 

 その他の業務支出 

 運営費交付金収入 

 学生納付金収入 

 その他の業務収入 

 国庫納付金の支払額 

△4,399

△1,557

3,067

2,170

915

-

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △99

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △163

Ⅳ資金に係る換算差額(D) -

Ⅴ資金増加額（又は減少額）（E=A+B+C+D） △65

Ⅵ資金期首残高(F) 1,414

Ⅶ資金期末残高（G=F+E） 1,349

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 
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4. 国立大学法人等業務実施コスト計算書  

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/）

                                                    （単位：百万円） 

  金額 

Ⅰ業務費用 3,410

 損益計算書上の費用 

 （控除）自己収入等 

6,229

△2,819

（その他の国立大学法人等業務実施コスト） 

Ⅱ損益外減価償却相当額 

Ⅲ損益外減損損失相当額 

Ⅳ損益外有価証券損益相当額（確定） 

Ⅴ損益外有価証券損益相当額（その他） 

Ⅵ損益外利息費用相当額 

Ⅶ損益外除売却差額相当額 

Ⅷ引当外賞与増加見積額 

Ⅸ引当外退職給付増加見積額 

Ⅹ機会費用 

Ⅺ（控除）国庫納付額 

434

-

-

-

-

0

△5

50

16

-

Ⅻ国立大学法人等業務実施コスト 3,906

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 

5. 財務情報 

(1) 財務諸表の概況 

①主要な財務データの分析（内訳・増減理由） 

ア．貸借対照表関係 

（資産合計） 

平成 29 年度末現在の資産合計は前年度比 671 百万円（1.6％）（以下、特に断らない限り

前年度比・合計）減の 42,288 百万円となっている。 

主な減少要因としては、経年による減価償却累計額が 623 百万円（6.1％）増の 10,762 百

万円となったことにより、有形固定資産全体が 564 百万円（1.4％）減の 40,816 百万円とな

ったことが挙げられる。

（負債合計） 

平成 29 年度末現在の負債合計は 244 百万円（3.6％）減の 6,580 百万円となっている。 

主な減少要因としては、経年により長期未払金が 51 百万円（5.1％）減の 960 百万円にな

ったこと、未払金が 212 百万円（29.2％）減少し、514 百万円となったことが挙げられる。 
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（純資産合計） 

平成 29 年度末現在の純資産合計は 427 百万円（1.2％）減の 35,708 百万円となっている。 

主な減少要因として、損益外減価償却累計額が 434 百万円（4.8％）増の△9,515 百万円に

なったことが挙げられる。 

イ．損益計算書関係 

（経常費用） 

平成 29 年度の経常費用は 116 百万円（1.8％）減の 6,179 百万円となっている。 

主な増加要因としては、非常勤職員人件費が 15 百万円（8.1％）増の 194 百万円となって

いることと受託研究費が 4 百万円（24.3％）増の 19 百万円となっていることが挙げられる。 

主な減少要因としては、退職者の減少による退職給付費用が減少したことにより常勤教員

にかかる人件費が 119 百万円（4.1％）減の 2,806 百万円になったことが挙げられる。 

（経常収益） 

平成 29 年度の経常収益は 32 百万円（0.5％）増の 6,236 百万円となっている。 

主な増加要因としては、公開講座収益が 12 百万円（24.6％）増の 63 百万円になった

こと、補助金の獲得増加に伴い補助金収益が 9 百万円（3.6％）増の 271 百万円となったこと、

財産貸付料収入が 10 百万円（6.3％）増の 174 百万円になったことが挙げられる。 

（臨時損失） 

   平成 29 年度に PCB 廃棄物の処理を行ったため、50 百万円計上している。 

（当期総利益） 

上記経常損益及び臨時損失の状況により、平成 29 年度の当期総利益は 4 百万円（111.9％）

増の 7 百万円となっている。 

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 29 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 27 百万円（16.2％）増の 196 百万円

となっている。 

主な減少要因としては、学生納付金収入が 31 百万円（1.4％）減の 2,170 百万円となった

ことが挙げられる。 

主な増加要因としては、原材料、商品またはサービスの購入による支出が 45 百万円（3.6％）

減の 1,198 百万円となったこと、補助金等収入が 74 百万円（21.9％）増の 413 百万円になっ

たことが挙げられる。 



- 16 -

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 29 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは 298 百万円（149.9％）減の△99 百万

円となっているが、平成 28 年度に定期預金の払戻による収入 299 百万円を計上したことに対

し、平成 29 年度においては同様の定期預金等の払戻がなかったことが主な減少要因である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 29 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは 2 百万円（1.2％）増の△163 百万円と

なっている。 

主な増加要因としては、利息の支払額が 2 百万円（4.6％）減の△41 百万円となったことが

挙げられる。 

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

（国立大学法人等業務実施コスト） 

平成 29 年度の国立大学法人等業務実施コストは 20 百万円（0.5％）減の 3,906 百万円とな

っている。主な増加要因としては引当外退職給付増加見積額が 118 百万円（174.4％）増の 50

百万円となったことと一般管理費が 55 百万円（18.9％）増の 343 百万円となったことが上げ

られる。主な減少要因としては、業務費が 169 百万円（2.8％）減の 5,794 百万円となったこ

と、損益外減価償却相当額が 42 百万円（8.9％）減の 434 百万円となったことが挙げられる。 

 (表) 主要財務データの経年表                      （単位：百万円） 

区分 24年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29年度

資産合計 45,346 44,723 44,027 43,573 42,959 42,288

負債合計 6,848 6,931 7,023 6,866 6,824 6,580

純資産合計 38,498 37,792 37,004 36,708 36,135 35,708

経常費用 5,824 5,890 6,192 6,261 6,295 6,179

経常収益 5,836 5,862 6,179 6,250 6,205 6,236

当期総損益 12 △28 1 114 4 7

業務活動によるキャッシュ・フロー 102 △8 449 248 169 196

投資活動によるキャッシュ・フロー 54 510 163 △187 199 △99

財務活動によるキャッシュ・フロー - △89 △159 △163 △165 △163

資金期末残高 447 860 1,313 1,212 1,414 1,349
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国立大学法人等業務実施コスト 3,963 4,013 4,133 4,102 3,926 3,906

（内訳） 

 業務費用 3,147 3,087 3,389 3,470 3,492 3,410

  うち損益計算書上の費用 5,824 5,890 6,192 6,261 6,315 6,229

  うち自己収入 △2,677 △2,803 △2,803 △2,791 △2,823 △2,819

 損益外減価償却相当額 723 717 704 514 477 434

 損益外減損損失相当額 - - - - - -

 損益外有価証券損益相当額（確定） - - - - - -

損益外有価証券損益相当額（その他） - - - - - -

 損益外利息費用相当額 - - - - - -

 損益外除売却差額相当額 0 0 72 0 1 0

 引当外賞与増加見積額 △8 △6 11 △3 2 △5

 引当外退職給付増加見積額 △128 △33 △195 121 △68 50

 機会費用 228 249 153 0 23 16

 （控除）国庫納付額 - - - - - -

   （注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 

②セグメント情報の開示 

セグメント区分は以下のとおりである。 

1) 学部・大学院等 

2) アジア・アフリカ言語文化研究所 

3) 法人共通 

 ア．業務損益 

 （表）業務損益の経年表                      （単位：百万円） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

学部・大学院等 948 945 920 937 717 1,044

研究所 △272 △264 △287 △265 △241 △263

法人共通 △664 △709 △646 △684 △566 △724

合計 12 △28 △13 △11 △90 58

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 

イ．帰属資産 

 （表）帰属資産の経年表                      （単位：百万円） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

学部・大学院等 6,266 6,093 5,927 5,901 5,717 5,496

研究所 1,859 1,843 1,824 1,803 1,779 1,756

法人共通 37,221 36,787 36,276 35,869 35,464 35,035

合計 45,346 44,723 44,027 43,573 42,959 42,288

 （注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 
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③前中期目標期間繰越積立金の申請状況及び使用内訳等 

    該当なし 

(2) 施設等に係る投資等の状況（重要なもの） 

  該当なし 

 (3) 予算・決算の概況 

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示しているもの

である。 

（単位：百万円）

区分
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

差額理由
予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

収入 5,637 6,128 5,497 6,034 5,632 6,650 5,738 6,381 5,784 6,307 5,932 6,172

運営費交付金

補助金等 

学生納付金 

その他 

3,110

-

2,281

 246

3,374

106

2,259

389

2,967

-

2,132

398

3,217

125

2,196

496

3,061

24

2,193

 354

3,718

  181

2,230

521

2,874

84

2,291

490

3,333

193

2,208

646

3,013

178

2,215

379

3,063

320

2,211

714

3,000

263

2,206

463

3,122

288

2,171

592

特殊要因運営費

交付金の追加交

付がなされたた

め 

補助金等の獲得

に努めたため 

外部資金の獲得

に努めたため 

支出 5,637 5,724 5,497 5,646 5,632 6,228 5,738 6,292 5,784 6,086 5,932 6,014

教育研究経費

その他 

5,463

174

5,385

339

5,359

138

5,344

302

5,511

121

5,906

322

5,482

256

5,849

443

5,569

216

5,576

511

5,622

310

5,533

481

一部の事業の翌

年度への繰越の

ため 

外部資金の獲得

に努めたため 

収入－支出 - 404 - 389 - 422 - 89 - 222 - 158

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 
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「Ⅳ 事業の実施状況」 

(1) 財源構造の概略等 

本学の経常収益は 6,236,271,850 円で、その内訳は、運営費交付金収益 2,945,223,885 円 

（47.2％（対経常収益比、以下同じ。））、学生納付金収益（授業料収益、入学料収益、検

定料収益の合計）2,397,955,250 円（38.5％）、その他 893,092,715 円（14.3％）となって

いる。 

(2) 財務データ等と関連付けた事業説明 

本学における教育研究の高度化、個性豊かな大学づくりを目指し、学部・大学院における

教育・研究を行うとともに、競争的資金を積極的に獲得し、教育研究面における様々なプロ

ジェクトを推進した。 

ア．学部・大学院等セグメント 

 学部・大学院等セグメントは、アジア・アフリカ言語文化研究所を除く、その他の教育・

研究組織により構成されている。 

 学部・大学院等セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益 1,774,142,241 

円（38.9％（当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ））、学生納付金収益 

2,397,955,250 円（52.6％）、その他収益 384,736,219 円（8.4％）となっている。 

また、事業に要した経費は、教育経費 625,403,815 円（17.8％（当該セグメントにおけ 

る業務費用比、以下同じ））、研究経費 192,074,223 円（5.5％）、受託研究費、共同研究

費及び受託事業費は 23,624,780 円（0.7％）となっている。 

イ．研究所セグメント 

 研究所セグメントは、アジア・アフリカ言語文化研究所により構成されている。 

 研究所セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益 368,240,850 円

（85.8％）、その他収益 60,874,331 円（14.2％）となっている。 

また、事業に要した経費は、研究経費 221,512,594 円（32.0％）となっている。 

ウ．法人共通セグメント 

 法人共通セグメントは、附属図書館、総合情報コラボレーションセンター、保健管理セ

ンター、事務局により構成されている。 

 法人共通セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益 802,840,794 円

（64.2％）、その他収益 447,482,165 円（35.8％）となっている。 

また、事業に要した経費は、教育研究支援経費 229,211,129 円（11.6％）、一般管理費

328,724,034 円（16.7％）となっている。 

（3）課題と対処方針等

  本学では、運営費交付金の縮減に対応するため、経費の節減に努めるとともに、競争的資金

や寄附金など外部資金の獲得に努めている。
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  平成 29 年度は昨年度に引き続き、国際化拠点整備事業費補助金によるスーパーグローバル

大学創成支援事業において海外協定校への Global Japan Office の設置や言語教育の到達度指

標策定等の課題に取り組み、同補助金による大学の世界展開力強化事業では平成 27 年度に採

択された中南米、平成 28 年度採択の ASEAN3 ヶ国の諸大学との交流事業を推進するとともに、

平成 29 年度は新たに「日露人的交流の飛躍的拡大に貢献する TUFS 日露ビジネス人材育成プ

ログラム」の採択を受け、ロシア諸大学との交流推進に着手している。

  各国立大学のもつ強み、特色を最大限に活かし、自立的、継続的な機能強化の推進を重点的

に支援するために措置された機能強化促進費（補助金）を活用し、平成 29 年度に設立した現

代アフリカ地域研究センターにおける研究事業を推進した。

また、外部資金の獲得にも努め、新たに受託研究を 3 件獲得した。

この他、寄附金については、平成 25 年度に立ち上げた建学 150 周年基金において、目標額

である 10 億円の達成に向けて募金活動の実施を推進するなど、引き続き財政基盤の強化に努

めている。
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「Ⅴ その他事業に関する事項」 

1. 予算、収支計画及び資金計画 

(1)．予算 

決算報告書参照 

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/） 

(2)．収支計画 

年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照 

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/outline/plans/） 

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/） 

(3)．資金計画 

年度計画及び財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照 

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/outline/plans/） 

（http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/） 

2. 短期借入れの概要 

限度額を 753,347 千円としていたが、借り入れの実績はなし。 

3. 運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

(1) 運営費交付金債務の増減額の明細 
                                 （単位：百万円） 

交付年度 期首残高
交付金当

期交付額

当期振替額 

期末残高運営費交

付金収益

資産見返運

営費交付金

建設仮勘定見返

運営費交付金

資本剰

余金
小計 

平成28年度 80 40 14 1 - 55 25

平成29年度 - 3,067 2,906 50 - - 2,955 112

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 
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 (2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細 

① 平成 28 年度交付分 

                                      （単位：百万円） 

区    分 金額 内              訳 

業務達成基準

による振替額

運営費交付

金収益 

31 ① 業務達成基準を採用した事業等：教育研究等施設・設備整

備事業、情報セキュリティ強化事業、出版事業 

② 当該業務に関する損益等 

  ア）損益計算書に計上した費用の額：30（業務費：30） 

  イ）固定資産の取得額：14（工具器具備品：14） 

 ウ）建設仮勘定計上額：1 

③ 運営費交付金の振替額の積算根拠 

教育研究等施設・整備事業については、計画に対する達成

率が51.2％であったため、20百万円を収益化。 

情報セキュリティ強化事業については、計画に対する達成

率が57.0％であったため、8百万円を収益化。 

出版事業については、計画に対する達成率が100％であっ

たため、3百万円を収益化。  資産見返運

営費交付金

14

 建設仮勘定

見返運営費

交付金 

1

 計 47

費用進行基準

による振替額

運営費交付

金収益 

8 ① 費用進行基準を採用した事業等：退職手当 

② 当該事業に関する損益等 

ア）損益計算書に計上した費用の額：8（業務費：8） 

イ）固定資産の取得額：- 

③ 運営費交付金の振替額の積算根拠 

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務8百万円を収益

化。 

 計 8

合 計 55

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 
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② 平成 29 年度交付分 

                                      （単位：百万円） 

区    分 金額 内              訳 

業務達成基準

による振替額

運営費交付

金収益 

304 ① 業務達成基準を採用した事業等：機能強化促進分、アジア

・アフリカの言語文化に関する国際的共同研究、アジア・ア

フリカの現代的諸問題の解決に向けた新たな連携研究体制

の構築、日本語教育・教材開発・実践教育研修共同利用拠点

② 当該業務に関する損益等 

  ア）損益計算書に計上した費用の額：304（業務費：304） 

  イ）固定資産の取得額：0（図書：0） 

③ 運営費交付金の振替額の積算根拠 

機能強化促進分については、計画に対する達成率が100％

であったため、210百万円を収益化。 

アジア・アフリカの言語文化に関する国際的共同研究につ

いては、計画に対する達成率が100％であったため、17百万

円を収益化。 

アジア・アフリカの現代的諸問題の解決に向けた新たな連

携研究体制の構築については、計画に対する達成率が100％

であったため、66百万円を収益化。 

日本語教育・教材開発・実践教育研修共同利用拠点につい

ては、計画に対する達成率が100％であったため、11百万円

を収益化。 

 資産見返運

営費交付金

0

 計 304

期間進行基準

による振替額

運営費交付

金収益 

2,376 ① 期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進

行基準を採用した業務以外の全ての業務 

② 当該業務に関する損益等 

  ア）損益計算書に計上した費用の額：2,376(業務費：2,376)

  イ）固定資産の取得額：50（建物：1、建物附属設備：3、 

構築物：1、工具器具備品：8、

図書：24、ソフトウェア：14）

③ 運営費交付金の振替額の積算根拠 

学生収容定員が一定数（90％）を満たしており、入学定員

に対する入学者数（一部外国人留学生等については控除）の

定員超過率が、基準定員超過率（110％）未満であったため

、期間進行業務に係る運営費交付金債務2,376百万円を収益

化。 

資産見返運

営費交付金

50

計 2,426
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費用進行基準

による振替額

運営費交付

金収益 

226 ① 費用進行基準を採用した事業等：退職手当、年俸制導入促

進費、PCB処理費 

② 当該事業に関する損益等 

ア）損益計算書に計上した費用の額：226（業務費：226） 

イ）固定資産の取得額：- 

③ 運営費交付金の振替額の積算根拠 

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務226百万円を収

益化。  計 226

合 計 2,955

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 

（3）運営費交付金債務残高の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

平成 28年度 業務達成基準を

採用した業務に

係る分 

25 教育研究等施設・設備整備事業について、平成 29 年度に

予定していた計画が一部未達となったため、その未達分 19

百万円を債務として平成 30 年度に繰り越したもの。翌事業

年度以降において計画どおりの成果を達成できる見込であ

り、当該債務は翌事業年度以降で収益化する予定である。 

情報セキュリティ強化事業について、平成 29 年度に予定

していた計画が一部未達となったため、その未達分 6 百万円

を債務として平成 30 年度に繰り越したもの。翌事業年度以

降において計画どおりの成果を達成できる見込であり、当該

債務は翌事業年度以降で収益化する予定である。 

期間進行基準を

採用した業務に

係る分 

- 該当なし 

費用進行基準を

採用した業務に

係る分 

- 該当なし 

計 25

平成 29 年度 業務達成基準を

採用した業務に

係る分 

110 教育研究等施設・設備整備事業について、平成 29 年度に

予定していた計画が一部未達となったため、その未達分 108

百万円を債務として平成 30 年度に繰り越したもの。翌事業

年度以降において計画どおりの成果を達成できる見込であ

り、当該債務は翌事業年度以降で収益化する予定である。 

出版事業について、平成 29 年度に予定していた計画が一

部未達となったため、その未達分 2 百万円を債務として平成

30 年度に繰り越したもの。翌事業年度以降において計画ど
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おりの成果を達成できる見込であり、当該債務は翌事業年度

以降で収益化する予定である。 

期間進行基準を

採用した業務に

係る分 

- 該当なし 

費用進行基準を

採用した業務に

係る分 

2 退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定

である。 

計 112

合 計 137

（注）各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。 
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（別紙） 

■財務諸表の科目 

1. 貸借対照表 

有形固定資産：土地、建物、構築物、図書、工具器具備品等、国立大学法人等が長期にわたって

使用する有形の固定資産。 

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画に比して著しく 

低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産の価額を回収可能サービス価額 

まで減少させる会計処理）により資産の価額を減少させた累計額。 

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。 

その他の有形固定資産：車両運搬具等が該当。 

その他の固定資産：無形固定資産（借地権等）、投資その他の資産（投資有価証券等）が該当。 

現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預金及び一年以 

内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。 

その他の流動資産：未収学生納付金収入、たな卸資産等が該当。 

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借対照表計上 

額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された資産見返負債について 

は、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返負債から資産見返戻入（収益科目） 

に振り替える。 

長期借入金等： 事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、PFI 債務、長期 

リース債務等が該当。 

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの。退職給付 

引当金等が該当。 

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。 

政府出資金：国からの出資相当額。 

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当額。 

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。 

2. 損益計算書 

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。 

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。 

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法人全体の 

教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学生及び教員の双方が

利用するものの運営に要する経費 

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。 

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。 

財務費用：支払利息等。 
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運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。 

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。 

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。 

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。 

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利益）のうち、特 

に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことであるが、それから取り崩しを行った額。 

3. キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出 

及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に係る資金の収支状況を表す。 

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出等の 

将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の収支状況を表す。 

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借 

入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金の収支状況を表す。 

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。 

4. 国立大学法人等業務実施コスト計算書 

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の税財源によ 

り負担すべきコスト。 

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の費用から学生納 

付金等の自己収入を控除した相当額。 

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定されな 

い資産の減価償却費相当額。 

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわらず生 

じた減損損失相当額。 

損益外有価証券損益相当額（確定）：国立大学法人が、産業競争力強化法第 22 条に基づき、特定

研究成果活用支援事業を実施することで得られる有価証券に係る財務収益相当額、売却損益相当額。 

損益外有価証券損益相当額（その他）：国立大学法人が、産業競争力強化法第 22 条に基づき、特

定研究成果活用支援事業を実施することで得られる有価証券に係る投資事業組合損益相当額、関係

会社株式評価損相当額。 

損益外利息費用相当額： 講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定され 

ない資産に係る資産除去債務についての時の経過による調整額。 

損益外除売却差額相当額： 講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定さ 

れない資産を売却や除去した場合における帳簿価額との差額相当額。 

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められる場合の賞与引 

当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当事業年度における引当外賞与 

引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。 

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかと認められる 

場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上（当事業年度における引当外退
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職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記）。 

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合の本来負 

担すべき金額等。


